
新潟県なりわい再建支援補助金 事業の流れ
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提出・認定 申請・決定

公募について、複数回実施予定

補助金で取得した施
設・設備、又は効用
の増加した資産を処
分する際には、事前
に知事の承認が必要

申請内容に変更がある場合、
県へ変更申請書の提出、県の承認が必要

承認を受け財産を
処分した場合、売
価又は残存簿価相
当額の全部又は一
部を県に返還する
必要補助事業で取得した（する）財産を担保に供

する場合も、変更の承認が必要

取り壊し、廃棄、転用、
貸し付け、譲渡、交換、
担保に供する処分等

・帳簿、証拠書類等の
保管(事業完了年度の翌
年度から５年間)
・取得財産の善管注意
義務



新潟県なりわい再建支援補助金 申請書添付書類



チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

交
付
申
請
書

補
助
事
業
計
画
書

暴
力
団
排
除
に
関
す
る

誓
約
書
・
役
員
名
簿

保
険
・
共
済
加
入
の

同
意
書

添付書類 -➀

納
税
証
明
書

申請者記入・用意 県税事務所

「全申請者共通」

令和6年11月12日更新



※罹災(被災)証明書を
提出できない理由書

現
在
事
項
証
明
証
書(

建
物)

罹
災(

被
災)

証
明
書
（
写
）※

添付書類 -②

「施設の復旧(修繕・建替)を行う場合」

被
災
状
況
が
分
か
る
写
真(

カ
ラ
ー)

見
積
書
一
覧
表

事
業
費
入
力
シ
ー
ト

申
請
施
設
に
係
る
保
険
内
容
・
受
領
金
額
証
明

受
取
保
険
金
額
の
按
分
計
算
書

法務局 市町村 申請者用意

工
事
見
積
書
（
写
）※

業者
(２者以上)

施設

施工箇所

敷地

各図面等

下記内容を記載した
平面図・立面図
・施設の用途、構造、

面積
・被災箇所、被災写

真の番号と位置
・施工箇所、範囲

敷地内配置図

＜建替えを行う場合の追加書類＞
・新施設の位置図・敷地内配置図
・新施設の用途・構造・面積が分かる詳細平面図等
・大規模半壊、または、全壊判定の罹災証明書等

!

※罹災(被災)証明書を
提出できない場合

補
助
対
象
施
設
の
利
用
状
況
表

専門家
(建築士等)

按
分
計
算
書

工事のうち事業用途
でない部分の面積は
補助対象とならない
ex)店舗兼住宅

保険金の受領があり下記の場合

工事費
事業面積

全体面積

自己負担額
を超過する
保険受領額

補助対象経費算出の作業

※見積書を複数
取れない場合、
見積書不足理由書
を添付

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
以
降
に
発
行

自己
負担額

保険
金額

自己負担の超過部分の保険金
額の半額（１/２)を補助金額
から控除

補
助
率

１

２

保険金の受領あれば
補助金額

※

被
災
し
た
施
設
に
保
険
金
の
受
取
が
あ
る
場
合

※令和６年能登半島地震
による被災を証する書類

令和6年11月12日更新



固
定
（
償
却
）
資
産
台
帳

罹
災(

被
災)

証
明
書
（
写
）※

添付書類 -③

「設備の復旧(修繕・入替)を行う場合」

被
災
状
況
が
分
か
る
写
真(

カ
ラ
ー
）

見
積
書
一
覧
表

申
請
施
設
に
係
る
保
険
内
容
・

受
領
金
額
証
明

申請者用意 市町村 申請者用意

設
備
見
積
書
（
写
）

業者
(２者以上)

施設

被災設備

各図面等

※罹災(被災)証明書を提出できない場合、施設と同様に
「理由書 +令和６年能登半島地震による被災を証する書類」

＜入替えを行う場合の追加書類＞

・修理不能設備であることの証明書
・設備比較証明書
・新旧設備のカタログまたは仕様書、規格書など

＜車両の復旧を行う場合の追加書類＞

・自動車検査証（車検証）(写)
・業務用使用が分かる書類(復旧前後)
ex) 当該車両の任意保険の使用目的を「事業使用」としたもの
業務中の事故を保険金支払い対象とする自動車保険

・（入替の場合）永久抹消登録証明書

!

※見積書を
複数取れな
い場合、見
積書不足理
由書を添付

補助対象経費算出の作業

設備費用
自己負担額
を超過する
保険受領額

補
助
率

１

２

保険金の受領あれば
補助金額

保険金の受領があり、
右の場合

自己
負担額

保険
金額

自己負担の超過部分の
保険金額の半額（１/２）を補助金額から控除

※

被
災
し
た
設
備
に
保
険
金
の
受
取
が
あ
る
場
合

下記内容を記載した
配置図（平面図）
・被災設備の位置
・被災箇所、被災写
真の番号と位置

・移設する場合は
新施設の位置

令和6年11月12日更新



添付書類 -④

「新分野事業を行う場合」

新
分
野
事
業
に
係
る
経
費
の
比
較
表

原
状
回
復
工
事
の
見
積
書(

写)

業者
(２者以上)

「定額補助を受ける場合」

定
額
補
助

要
件
確
認
様
式

申請者
記入

罹
災(

被
災)

証
明
書
（
写
）

ま
た
は

過
去
数
年
以
内
に
発
生
し
た
災
害
時
の

国
等
が
実
施
し
た
支
援
の
活
用
実
績

③ 災害の影響を
受けた証明

④

過
去
数
年
以
内
に
発
生
し
た
災
害
の
災
害
前

及
び

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
発
生
前
の

⑤ 過去の災害からの復
旧事業活動に要した債
務を抱えていること

➀

過
去
数
年
以
内
に
発
生
し
た
災
害
等
に
係

る
債
務
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
申
出
書

申請者用意
申請者
用意

申請者記入
金融機関記入

追加書類 追加書類

※売上高について
【法人】確定申告書別表一(写）、法人事業概況書(写）及び売上台帳 等
【個人】確定申告書第一表(写）、及び売上台帳 等

売上高

※認定経営革新等支援機関について
国が認定する、中小企業に対して
専門性の高い支援事業を行う支援機関

認定経営革新等
支援機関検索
システム(国HP)

※直近５年以内に新潟県で発生した災害のうち、
災害救助法が適用された災害（県ホームページ掲
載のＱ＆Ａ等で確認）

※新分野事業の補助上
限額については、従前
の施設・設備の復旧等
に要する経費に補助率
を乗じた金額

借
入
金
残
高
証
明
書

借
入
に
係
る
契
約
書

ま
た
は

企
業
再
建
計
画
、
事
業
計
画
確
認
書
、

企
業
再
建
計
画
確
認
書
（
県
に
個
別
相
談
）

申請者策定
金融機関等確認

②新型コロナの
影響を受けた証明

か
つ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
期
間
中
３
か
月
間

及
び

前
年
同
期
に
お
け
る

売上高

申請者用意

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
支
援
策
を
活

用
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類

過去災害以降
売上▲２０%

厳しい債務状況

または

災
害
に
よ
る
業
績
悪
化
が
分
か
る
書
類

直接
被害

間接
被害


